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2024年 11月 14日 

 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ト オ ン 

代 表 者 名 代表取締役社長  藤  原  祐  介 

（コード番号７４４５ 東証スタンダード市場） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 大 友 博 雄 

 （TEL：０２９－８５８－０３２１） 

 

 

債務免除益にかかる特別利益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、本日付で、有限会社藤原興産（以下「藤原興産」といいます。）との間で、当社が藤

原興産に対して負っている金銭債務の免除を受ける旨の合意を行い、その結果、債務免除益にか

かる特別利益を計上することとなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．債務免除を受けるに至った経緯 

 当社は、運転資金の不足を補うことを目的として、2024 年８月 30 日付で、藤原興産より９

億円の借入を受けておりましたが、当社が、藤原興産に対して、同年 11 月 29 日に当該借入金

のうち６億 5000 万 10 円を弁済することを停止条件として、同日付で、その残部である２億

4,999万 9,990円について債務免除を受けることとなりました。 

 なお、上記債務免除を受けるに至った経緯の詳細については、当社が 2024 年 10 月８日付で

公表した「株式会社 W&D インベストメントデザインによる、当社株式に対する公開買付けの開

始予定に関する意見表明、有限会社藤原興産を割当予定先とする第三者割当による新株式発

行、並びに主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動に関するお知らせ」もご参照くださ

い。 

 

２．負債総額   ９億円 

 

３．債務免除の概要 

（１）免除を受ける債務の内容 

 運転資金の不足を補うことを目的として、藤原興産より借入を行った９億円の借入金の

一部です。 

 

（２）債務免除額   ２億 4,999万 9,990円 

 

 



 

2  

４．債務免除の効力発生日   2024年 11月 29日 

※ なお、上記債務免除の効力発生は、当社が、同日に、藤原

興産に対して、当該借入金のうち６億 5,000 万 10 円を弁

済することを停止条件としております。 

 

５．今後の見通し 

 2025年８月期第１四半期において、債務免除益２億 4,999万 9,990円を特別利益に計上する

予定です。なお、2025 年８月期の通期業績予想につきましては、計画数値として織り込んで

おり、今後修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。 

 

以 上 


